
太田市告示第２４号の２ 

 

太田市私立学校審議会運営規程の一部を次のように改正する。 

 

   令和８年３月３１日 

                  太田市長 穂 積 昌 信 

 

太田市私立学校審議会運営規程の一部を改正する告示 

太田市私立学校審議会運営規程（平成１７年太田市告示第１号）の

一部を次のように改正する。 

第１条中「第１７条」を「第１５条」に改める。 

第２条中「第１０条」を「第９条」に改める。 

第６条中「第１５条」を「第１３条」に改める。 

第８条中「企画部」を削る。 

附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 


